
 令和５年 10 月１日から適格請求書等保存方式（ｲﾝﾎﾞｲｽ制度）が導入されます。 

令和５年 10 月１日以降の課税取引について、上下水道局あて請求される際は、 

適格請求書による請求をお願いします。 

【追加される記載事項①】 

◆登録番号：T＋13 桁の数字 

【追加される記載事項④⑤】 

◆適用税率 

◆税率ごとの合計額 

◆税率ごとの税額 

請求書のあて名⑥は、 

「長野市上下水道事業管理者」 

としてください。 

×「長野市長」あてとしない 

適格請求書の必要記載項目と記載例（国税庁 HP より引用） 

◆上下水道局の登録番号は以下のとおりです。 

長野市上下水道局 水道事業会計 T8800020000461 下水道事業会計 T7800020000462 

◆上記の記載事項を満たしていれば、請求書のレイアウト・様式は任意で構いません。 

◆請求書のあて名（上記記載例の⑥）は、従来どおり「長野市上下水道事業管理者」あてとしてください。 

◆上記の記載事項等を満たさない請求書は、再提出をお願いする場合がありますので、ご注意ください。 

◆適格請求書の記載事項や制度の詳細は、国税庁の「インボイス制度特設サイト」をご覧ください 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm 

お問い合わせ先 ⻑野市上下⽔道局総務課 電話 026-224-5070 

適格請求書発行事業者の皆様へ 

 

適格請求書の交付について 
長野市上下水道局 

必要記載項目を満たしていれば、 

様式・レイアウトは任意で可 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

